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○弥富市特別障害者手当等支給要綱 

平成１８年３月３１日 

改正 平成２５年３月２９日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、在宅の重度障害者の福祉の向上を図るため支給する特別障害

者手当等（以下「手当」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「A種重度障害者」とは、特別児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和３９年法律第１３４号）及び国民年金法等の一部を改正する法律

（昭和６０年法律第３４号）の規定による特別障害者手当、障害児福祉手当又は

経過的福祉手当（以下「法定分手当」という。）の支給を受ける者であって、か

つ、愛知県在宅重度障害者手当支給規則（昭和４５年愛知県規則第２９号。以下

「愛知県規則」という。）第２条第１項の障害程度に該当するものをいう。 

２ この要綱において「B種重度障害者」とは、法定分手当の支給を受ける者であっ

て、かつ、愛知県規則第２条第２項第１号又は第２号の障害程度に該当するもの

をいう。 

（支給要件） 

第３条 手当は、市内に住所を有するA種重度障害者又はB種重度障害者に対して支

給する。 

（認定） 

第４条 手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）は、その受

給資格について、市長の認定を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認定の請求は、法定分手当の受給資格の認定の請求に係る特

別障害者手当等認定請求書の提出によって行われたものとみなす。ただし、手当

の支給要件に該当しない者にあっては、手当に係る認定請求はなかったものとみ

なす。 

（認定の通知） 

第５条 前条の規定による認定の通知は、法定分手当の受給資格の認定の通知に係

る特別障害者手当等認定通知書の交付によって行われたものとみなす。 
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２ 前項の特別障害者手当等認定通知書の支給手当月額欄は、法定分手当と手当の

それぞれの支給手当月額を合算した額を記載するものとする。 

（手当の支給） 

第６条 市長は、手当の受給資格の認定をした者に対して、手当を支給する。 

２ 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、別表に定める額とする。 

３ 手当の支給は、受給資格者が第４条の規定による認定の請求をした日の属する

月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 

４ 受給資格者が、災害その他やむを得ない理由により第４条の規定による認定の

請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後１５日以内に

その請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が

やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の

翌月から始める。 

５ 手当は、５月、８月、１１月及び２月の４期に、それぞれの前月までの分を支

払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅

した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うこと

ができる。 

６ 手当は、法定分手当に合算して特別障害者手当等として支給する。 

（届出） 

第７条 手当の支給を受けている者（以下「受給者」という。）の住所、氏名若し

くは支払金融機関の変更又は受給資格喪失等の届出は、法定分に係る当該届書の

提出によって手当の届書の提出があったものとみなす。 

（受給資格喪失の通知） 

第８条 手当の受給資格の喪失の通知書は、法定分手当に係る受給資格喪失通知書

の受給者に対する交付によって行われたものとみなす。 

（不正利得の返還） 

第９条 市長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、

その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 
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附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 

区分 手当月額 

特別障害者手当を受給するA種重度障害者 ６，８５０円 

特別障害者手当を受給するB種重度障害者 １，０５０円 

障害児福祉手当又は経過的福祉手当を受給するA種重度障害者 ６，９００円 

障害児福祉手当又は経過的福祉手当を受給するB種重度障害者 １，１５０円 

 


